
川崎市老人福祉施設育成費助成交付要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３の規定に基づく市内の

老人福祉施設（以下「老人福祉施設」という。）における入所者の処遇の向上及び施設職員の待

遇改善並びに施設経営の健全化を図るため、老人福祉施設を運営する社会福祉法人（以下「法人」

という。）に対し予算の範囲内において助成金を交付することについて、必要な事項を定めるも

のとする。 
 （定義） 
第２条 この要綱において、次の各項に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 
（１） 民間老人福祉施設等 
    国又は地方公共団体以外の者が設置する老人福祉施設をいう。 

ただし、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づく市

の指定を受けたもの（以下「指定管理者」という。）が運営する特別養護老人ホームを含む｡ 
（２） 事務費保護基本単価 
    知事又は指定都市の長が、国が定める老人保護措置費支弁基準等を参考にして設定する単

価（民間施設給与等改善費等の加算分を除く）をいう。 
（３） 職員定数 
    川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年条例第７５

号）、川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年条例第７６号）、

川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年条例第７７号）、川

崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年条例第７

８号）、川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成２４年条例第８２号）に基づいて市長が定めた職員定数に別表の附表１に定める職員

雇用費雇用職員基準に基づく職員を加えた職員数をいう。 
（４） 入所及び利用定員 
    市長が老人福祉法第１５条第６項の規定に基づき認可した定員又は介護保険法第７８条

の２第１項、第８６条第１項の規定により指定した定員並びに社会福祉法第６２条の規定に

より許可を与えた定員をいう。 
   （助成の対象、金額等） 
第３条 助成の対象とする施設及び事業並びに助成金額の算出は、別表に掲げるものとする。 
 （助成金の申請） 
第４条 助成金の交付を受けようとする者は、老人福祉施設育成費助成金交付申請書（第１号様式）

に次の各号に掲げる書類を添付して市長あて提出するものとする。 
（１）歳入歳出予算書抄本（写） 
（２）その他、交付申請額の算出内訳が分かる書類 
 （申請書の提出期日等） 
第５条 前条の規定による老人福祉施設育成費助成金交付申請書（第１号様式）は４月末日までに

市長に提出するものとする。ただし、年度の途中で開設した施設については、開設月の末日まで

に提出するものとする。 



 （交付の決定及び交付条件） 
第６条 市長は、第４条に規定する老人福祉施設育成費助成金交付申請書の提出があったときは、

その内容について審査し、助成金の交付の可否及び補助金額について決定し、川崎市指令書（第

２号様式）により当該申請を行った法人に通知するものとする。 
２ 市長は、次の各号及び次項に掲げる交付の条件について、前項の指令書により指示するものと

する。 
（１）助成事業の内容又は助成事業の経費の配分の変更をする場合においては、速やかに市長の承

認を受けること。 
（２）事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること｡ 
（３）事業が予定の期間に完了する見込みのない場合、若しくは完了しない場合又は事業の遂行が

困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 
（４）職員雇用費の対象職員に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出ること。 
（５）その他、その他市長が必要と認める条件 
３ 市長は、前項各号に掲げる条件のほか、第１項の規定により助成金交付の決定を受けた法人（以 

下「助成金交付法人」という。）による助成事業に係る物品及び役務の調達、工事の発注等（以下 
「物品及び役務の調達等」という。）に関し、市内中小企業者（川崎市補助金等の交付に関する規則（平

成 13 年３月 21 日規則第７号）第５条第２項にいう中小企業者。以下同じ。）の受注の機会の増大

を図るために、次に掲げる条件を付するものとする。 
（１）助成金の交付決定額が１，０００，０００円を超え、かつ助成金交付法人が助成事業に係る物品

及び役務の調達等を行う場合において、次のいずれかに該当するときは、市内中小企業者により入

札を行い、又は２者以上の市内中小企業者から見積書の徴収を行わなければならないこと。ただし、

市長が契約の性質上これらの方法により難いと認める場合又はその必要がないと認める場合は、こ

の限りでない。 
ア １件の金額が１，０００，０００円を超えるとき。 
イ その他市長が必要と認めるとき。 

（２）その他市長が必要と認める条件 
（助成事業の変更・中止・廃止） 

第７条 助成金交付法人は、当該助成事業の内容又は助成事業の経費の配分の変更をする場合並び

に事業を中止又は廃止する場合においては、老人福祉施設育成費助成金に係る事業内容の変更・

中止・廃止承認申請書（第３号様式）により、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。 
 （変更・中止・廃止の承認） 
第８条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容について審査し、承認の

可否について決定し、老人福祉施設育成費助成事業に係る事業の変更・中止・廃止承認決定通知

書（第４号様式）により、助成金交付法人に通知するものとする。 
 （調査） 
第９条 市長が必要と認めるときは、助成金の交付を受けたものに対し、経理等の状況について調

査することができる｡ 
 （助成金の追加交付の申請・交付決定） 
第１０条 助成対象法人は、交付の決定を受けた助成金に不足が生じたときは、老人福祉施設育成

費助成金追加交付申請書（第５号様式）を当該年度の３月末日までに市長に提出しなければなら

ない。 



２ 追加交付の申請があった場合の助成金の交付決定については、第６条の規定に準ずるものとす

る。 
 （助成金の交付決定の取り消し） 
第１１条 市長は、助成対象法人が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 
（１）偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 
（２）助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 
（３）第６条第２項、第３項又は第１３条の規定に違反したとき。 
（４）その他法令、条例又はこの要綱に基づき市長が行った指示に違反したとき。 

（助成金の返還） 
第１２条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成金の当該取消しに係る部

分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 
 （実績報告） 
第１３条 この助成金の実績報告は、老人福祉施設育成費助成金実績報告書（第６号様式）に次の

書類を添えて、事業完了の日から起算して３０日を経過した日、又は助成事業が完了する前に川

崎市の会計年度が終了したときは終了の日までに行わなければならない。この場合において助成

金に余剰額が生じたときは、その額を返還するものとする。 
（１） 事業結果報告書 
（２） 収支決算書又は収支を証する書類 
（３）発注実績報告書 
（４）入札（見積り）が行えないことに係る理由書 
２ 前項第３号に定める発注実績報告書については、対象経費のうち、１件の金額が１，０００，

０００円を超える支出となる案件について記載するものとし、第６条第３項第１号の規定により

市内中小企業者による入札、又は２者以上の市内中小企業者から見積書を徴収した場合は、結果

の分かる書類の写しを添付するものとする。 
３ 助成対象法人は、市内中小企業者から見積書を徴収する場合は、市内中小企業者であることの

誓約書を提出させるものとする。ただし、川崎市の競争入札参加資格者有資格者名簿に登載され

地域区分が市内かつ企業規模が中小として搭載されている者、又は当該助成対象法人に対して直

近の４月１日以降に記載内容（住所、商号又は名称、代表者職氏名、資本金の額、職員総数）に

変更がない誓約書を提出した者を除く。 
４ 本条第１項第３号に定める入札（見積り）が行えないことに係る理由書については、第６条第

３項第１号ただし書の規定により、市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者か

ら見積を徴収し難い事由がある場合に提出するものとする。 
（助成金の額の確定及び通知） 

第１４条 市長は、前条の実績報告を受けたとき（第１０条に規定する助成金の追加交付が必要と

なった場合及び第１３条中助成金の返還が必要となる場合に限る。）は、審査及び検査により、

その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付決定の内容に適合するものであるか否かを調査

し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、老人福祉施設育成費助成事業交

付確定通知書（第７号様式）により、助成金交付法人に通知するものとする。 
（書類の整備等） 

第１５条 助成事業者は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入

及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 
２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該助成事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度



から５年間保存しなければならない。 
 （書類の提出部数） 
第１６条 この要綱の規定により市長に提出する書類は、各１部とする。 
 （届出事項） 
第１７条 助成事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもって、その旨を市長

に届け出なければならない。 
（１）住所又は氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名）を変更したとき 
（２）定員を変更したとき 
 （実施細目） 
第１８条 この要綱に定めるもののほか、当該助成金について必要な事項は別に定める｡    

附 則 平成１８年４月１日・１８川健高事第５６号・市長決裁 
この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 平成２２年３月２５日・２１川健高事第１１８７号・市長決裁 
この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 平成２３年４月１日・２３川健高事第１４８号・市長決裁 
この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 平成２７年４月１日・２６川健高事第１４６０号・市長決裁 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 平成２８年４月１日・２７川健高事第１４６９号・市長決裁 
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 平成２９年４月１日・２８川健高事第１６８２号・市長決裁 
この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 平成３０年４月１日・３０川健高事第４３号・市長決裁 
この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 令和２年３月１９日・３１川健高事第１３９６号・局長専決 
この要綱は、令和２年４月１日から施行し、改正後の規定は令和２年度予算に係る助成金から適

用する。 
附 則 令和３年３月１９日・２川健高事第１４０２号・市長決裁 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
附 則 令和４年３月２日・３川健高事第１３５６号・市長決裁 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
附 則 令和４年１０月２５日・４川健高事第１０１０号・局長専決 

（施行期日）  

１ この要綱は、令和４年１１月１日から施行する。  



（経過措置）  

２ 改正前の要綱の規定により調製した様式で現に残存するものについては、当面の間、必要な箇

所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 令和４年１２月２８日・４川健高事第１３８６号・市長決裁 
この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 令和６年１月３０日・５川健高事第１９２５号・市長決裁 
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 令和７年１月３０日・６川健高事第２６６６号・市長決裁 
この要綱は、令和 7 年４月１日から施行する。 
 



別表 

助成対象施設別事業一覧表 

 

事業名 目的 対象施設種別 対象経費 算出方法 

１ 民間老人福祉

施設経営調整費 

 本市会計期間(４月１日から

翌年３月３１日)に民間老人福

祉施設職員の待遇改善と施設

経営の健全化を図るために要

する経費 

養護老人ホーム、ケアハウ

ス（特定施設入居者生活

介護の指定を受けている

ケアハウスを除く。） 

１ 一般交付分 

 社会福祉事業を行うため

に要する施設人件費、施

設管理費、法人本部の運

営に要する経費 

月額単価×対象者(各月初日在籍人数)×月数 

 附表２のとおり 

２ 調整交付分 

 施設整備借入金返済分

（施設整備借入金を含む） 

 元金及び利子 

 市が別に計算した額により、施設整備に要した借入金

の返済に充当することを指定して交付する額 

 附表２のとおり 

老人デイサービスセンタ

ー、特別養護老人ホーム、

老人短期入所施設 

調整交付分 

 施設整備借入金返済分

（施設整備借入金を含む） 

 元金及び利子 

 市が別に計算した額により、施設整備に要した借入金

の返済に充当することを指定して交付する額 

 附表２のとおり 

２ 民間老人福祉

施設等職員雇用

費 

 入所者又は利用者の処遇向

上を図る目的により本市会計

期間(４月１日から翌年３月３１

日)に本市所管施設が川崎市

指定介護老人福祉施設の人

員、設備及び運営の基準に関

する条例（平成24年条例第78

号）等において定めた職員定

数を超えて１か月以上雇用す

る場合の経費 

特別養護老人ホーム 生活相談員 

介護職員 

調理員等 

機能回復訓練指導員 

看護師 

 給与 

月額（１８０，０００円）×対象職員数×月数 

 臨時的賞与 

月額（１８０，０００円）×対象職員数×年４．６か月以内 

注）対象職員数は、附表１による 

養護老人ホーム、ケアハウ

ス 

生活相談員 

介護職員 

調理員等 

機能回復訓練指導員 

看護師 

給与 

月額（１８０，０００円）×対象職員数×月数 

 臨時的賞与 

月額（１８０，０００円）×対象職員数×年４．６か月以内 

夜間警備員 月額（１２０，０００円）×対象職員数×月数 

注）対象職員数は、附表１による 

施設賠償保険  民間老人福祉施設が加入す

る社会福祉施設総合賠償補

償共済制度の保険料を補助

するための経費 

養護老人ホーム、ケアハウ

ス 

社会福祉施設総合賠償補

償共済保険料（昇降機に

係る掛金を含む。） 

 附表３のとおり 



附表１ 

職員雇用費雇用職員基準 

 

施 設 の 種 別 算 定 基 準 
職 員 

数 

養護老人ホーム 

定員 ５０人～１００人施設 ２ 

定員   １０１人以上施設 ３ 

 ただし、国の定めた職員定数を超えて雇用し、これに

係る経費を特別なサービスに要する費用として、その

実費を利用者の負担としている施設を除く。 

 

 

夜間警備員 ４ 

ケアハウス 

定員 ５０人～１００人施設 ２ 

定員   １０１人以上施設 ３ 

 ただし、国の定めた職員定数を超えて雇用し、これに

係る経費を特別なサービスに要する費用として、その

実費を利用者の負担としている施設を除く。 

 

 

夜間警備員 ４ 

 ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けた

施設を除く。 
 

特別養護老人ホーム 

定員 １０人～５０人施設 ２ 

定員 ５１人～６９人施設 １ 

 ただし、同一建物内に２か所以上の特別養護老人ホ

ームが併設する場合は、合算した定員数を算定基準と

する。 
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民間老人福祉施設経営調整費算定基準 

 

１ 一般交付分 

  民間老人福祉施設経営調整費（人件費及び管理費分）の月額単価の算定は、各施設毎に

定める事務費保護基準単価に、次の乗率を乗じた金額（小数点以下切り捨て）とする。 

 

 ア 人件費相当分 

区  分 施設名称 乗  率 
事務費保護 

基準単価 
月額単価 

一律分 

養護老人ホームすえなが 

（特定施設入居者生活介護該当者） 
１０．０％ ８３,４００円 ８,３４０円 

養護老人ホームすえなが 

（特定施設入居者生活介護非該当者） 
１０．０％ １２６,４００円 １２,６４０円 

養護老人ホーム川崎恵楽園 １０．０％ ８４,６００円 ８,４６０円 

ケアハウスすえなが １０．０％ ５０,００４円 ５,０００円 

 

 

 イ 管理費相当分 

区  分 施設名称 乗  率 
事務費保護 

基準単価 
月額単価 

一律分 

養護老人ホームすえなが 

（特定施設入居者生活介

護該当者） 

６．３％ ８３,４００円 ５,２５４円 

養護老人ホームすえなが 

（特定施設入居者生活介

護非該当者） 

６．３％ １２６,４００円 ７,９６３円 

養護老人ホーム 

川崎恵楽園 
６．３％ ８４,６００円 ５,３２９円 

ケアハウスすえなが ６．３％ ５０,００４円 ３,１５０円 

ケアハウス管理費加算特別分 

 ただし、特定施設入居者生活介

護の指定を受けた施設を除く。 

ケアハウスすえなが １０．０％ ５０,００４円 ５,０００円 

 

 

２ 調整交付分（施設整備借入金返済分、元金及び利子） 

 民間老人福祉施設経営調整費（施設整備借入金返済分（施設整備借入金を含む））の単価

の算定は、次の金額とする。ただし、設置運営募集時の要項等において別に条件が定めら

れている場合は、それに順ずる。 
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（１）養護老人ホーム、ケアハウス 

 ア 元金分 

｛ 当該年度約定返済額 － （ 当該施設の当該年度民調費）× ２％ ／当該施

設の当該年度民調費乗率 ） ｝ ＝ 加算額 

 イ 利子分 

独立行政法人福祉医療機構及び川崎市社会福祉協議会から借り受けた資金の当該年度

約定返済額の利子全額 

 

（２）平成１４年度以前に開設した老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、老人

短期入所施設 

 ア 元金分 

独立行政法人福祉医療機構及び川崎市社会福祉協議会から借り受けた資金の当該年度

約定返済額 

 イ 利子分 

独立行政法人福祉医療機構及び川崎市社会福祉協議会から借り受けた資金の当該年度

約定返済額の利子全額 

 

（３）平成１５年度及び１６年度に開設した老人デイサービスセンター、特別養護老人ホー

ム、老人短期入所施設 

 ア 元金分 

独立行政法人福祉医療機構及び川崎市社会福祉協議会から借り受けた資金の当該年度

約定返済額 

 イ 利子分 

行政法人福祉医療機構から借り受けた資金の当該年度約定返済額の利子全額 

 

（４）平成１７年度から１９年度に開設した老人デイサービスセンター、特別養護老人ホー

ム、老人短期入所施設 

 ア 元金分 

川崎市社会福祉協議会から借り受けた資金の当該年度約定返済額 

 

（５）平成２０年度及び２１年度に開設した老人デイサービスセンター、特別養護老人ホー

ム、老人短期入所施設 

 ア 元金分 

川崎市福祉施設整備資金融資制度要綱（２０川健庶第２３２号平成２０年５月１９日

付市長決裁）に基づき市中銀行から借り受けた資金（元金２億円を上限とする）の当該

年度約定返済額 

 

（６）平成２２年度以降、新規に開設した特別養護老人ホーム（地域密着型を除く）及び老
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人短期入所施設であって、平成２５年１２月末までの期間に民間活用推進委員会設置

要綱の規定に基づき選定された施設 

 ア 元金分 

川崎市福祉施設整備資金融資制度要綱（２０川健庶第２３２号平成２０年５月１９日

付市長決裁）に基づき市中銀行から借り受けた資金（元金２億円を上限とする）の当該

年度約定返済額 
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施設賠償保険算定基準 

 

 養護老人ホーム及びケアハウスに係る施設賠償保険料の補助金額は次のとおりとする。 

 

入所者数（定員） 金額 入所者数（定員） 金額 

１０人以下 ８，０００円 ６１人～７０人 ９，２００円 

１１人～２０人 ８，２００円 ７１人～８０人 ９，４００円 

２１人～３０人 ８，４００円 ８１人～９０人 ９，６００円 

３１人～４０人 ８，６００円 ９１人～１００人 ９，８００円 

４１人～５０人 ８，８００円 以降１０人増す毎に １，０２０円 

５１人～６０人 ９，０００円   

昇降機に係る掛金 

昇降機に起因する事故を保険金支払いの対象とする場合

には、昇降機１台につき下記のとおり加算する｡ 

９，７００円 

 

 上表により算出された金額の１／２を補助金額とする。 

 


